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☆オンライン知的財産セミナー（生成AIと知的財産権） ⒂
☆ライブ配信講座（裁判例で学ぶ商標管理の実践的ノウハウ） ⒃

中国知財の最新動向　中国知財の最新動向　第44第44回回

☆中国知財の最新動向　第44回
プロテリアル（旧日立金属）が逆転勝訴した中国独禁法訴訟の最高人民法院判決について＜下＞ ⑴

プロテリアル（旧日立金属）が逆転勝訴した中国独禁プロテリアル（旧日立金属）が逆転勝訴した中国独禁

法訴訟の最高人民法院判決について＜下＞法訴訟の最高人民法院判決について＜下＞
BLJ法律事務所
弁護士 遠藤　誠１

日某は一審判決を不服とし、本法院に上訴し、次の通り請求した。１．一審判決を取り消し、同某の訴
訟請求すべてを棄却するよう判決を変更する又は本件を再審すること。２．同某公司に本件訴訟費用の
全額負担を命じること。事実と理由は、以下のとおりである。（一）一審法院は関連市場の画定を誤った。
本件の関連行為は主に2014年５月末から2015年３月20日までの日某によるライセンス拒絶行為であり、日
某は2013年７月から2014年５月までの期間にいかなるライセンス拒絶行為も行っていない。特許の必要
性を判断するためには、特許に含まれる技術的ポイントを個別に分析する必要がある。日某は、関連特

（前回からの続き：５月９日（木）号（No. 16134）11頁～）


